
江東区要保護児童対策地域協議会

教育委員会
民生・児童委員

主任児童委員

保育園

その他の関係機関

福祉事務所

医療機関

警 察
保健所

保健相談所

児童虐待情報の一元管理
03-3647-4408

（月～金 8時30分～17時）

児童相談所

こども家庭支援課

こどもの虐待ホットライン

03-3646-5481

（月～土 9時～18時）

要保護児童支援事業

実施機関

・すこやか助産院

・江東ヘルパーステーション

・パークサイド亀島

・日本赤十字社医療センター

附属乳児院

南砂子ども家庭

支援センター

ケース会

代表者会人権擁護委員

保護司

更生保護女性会
実務者会

守秘義務の適用

（児童福祉法第25条の５）・・・協議会を構成する関係機関等

は正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。
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江東児童相談所 ０３－３６４０－５４３２ （月～金 9時～17時）

児童相談センター ０３－５９３７－２３３０

警 察 110番

学校・幼稚園
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事務局：こども家庭支援課


